
新型コロナウイルス感染防止に関する連絡 

　新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、佐賀県教育委員会から各学校に通知があ
りました。これを踏まえ、本校では以下の通りに対応いたします。 

１、生徒・教員などの家族に感染の疑いがある場合 
　生徒・教員がいかに該当する場合は登校・出勤を止める。 
　・家族などがPCR検査を受けることになった場合 
　・本人や家族に発熱など新型コロナウイルス感染が疑われる病状が出た場合など 
　※上記の場合、学校への連絡を必ず行うこと。 

２、感染者などが発生した場合 
（１）生徒・教員などが感染した場合 
　・当該生徒・教員などは直ちに登校・出勤停止とする。 
　・学校は直ちに一定期間の休校とする。 
　・学校再開は保健福祉事務所の指導に従い、佐賀県教育委員会と協議し判断する。その 
　　際は、Classiなどを通じて連絡を行う。 
　※専門的知見に基づき、当該生徒・教員などが他の学校関係者に感染させる可能性があ 
　　る期間（発症（無症状の場合は検体採取）した時点から2日前以降）に登校・出勤し 
　　ていない場合は、休校としない。 
　※上記の場合、学校への連絡を必ず行うこと。 

（２）生徒・教員などが濃厚接触者に特定された場合 
　・当該生徒・教員などは直ちに登校・出勤停止とする。 
　・当該生徒・教員などのPCR検査が陽性の場合は（１）の対応とする。 
　※当該生徒・教員などのPCR検査が判明するまでの間、学校の活動などについては保健　　 
　　福祉事務所などの指導があった場合はそれに従う。 
　※上記の場合、学校への連絡を必ず行うこと。 

３、部活動に関すること 
　県外の学校やチームなどとの交流は、特段の理由がない限り自粛をする。 

新型コロナウイルス感染予防に関しては、「感染しない、させない」を引き続き個人、家
庭、学校で注意喚起を徹底し、一人ひとりの意識向上に努める。 
家庭内感染も増えている現状を踏まえ、夏休みであることも鑑みて、各家庭での感染防止
対策を徹底する。 
万が一、感染をした場合、SNSなどので犯人探しなどせず、誰でもが罹患する可能性があ
ることを踏まえ、思いやりを持った行動を心がける。 


